
科目2

精神保健医療福祉の現状及び課題

講義１

精神保健医療福祉施策の動向
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科目2 精神保健医療福祉の現状及び課題

到達目標

 精神科医療及び精神保健福祉に関連する課題等を含む

動向を理解する

 国及び自治体における精神保健医療福祉施策を理解する
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精神保健医療福祉政策の動向
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年代 主な政策動向

２０００年

(H12)～

精神保健医療福祉の改革ビジョンが策定

「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を１０年間で進める方針

精神保健福祉に関連する法律等が続々と施行される

障害者権利条約に日本署名

２０１０年
(H22)～

障害者制度改革の基本的な方向性がまとまる

・ 障害者権利条約の批准に向けた法整備が行われる

・ 精神医療関連も検討され、精神保健福祉法が改正され、

良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための

指針が策定される

長期入院患者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性が提示

201７年
(H29)～

新たな政策理念「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」が登場

関連する国事業が開始、各種計画にも反映される

2000年（H12）以降の精神保健福祉に関連する政策動向
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「こころのバリアフリー宣言」の普及
等を通じて精神疾患や精神障害者に

対する国民の理解を深める

相談支援、就労支援等の施設機
能の強化やサービスの充実を通
じ市町村を中心に地域で安心し
て暮らせる体制を整備する

救急、リハビリ、重度などの機能分
化を進めできるだけ早期に退院を

実現できる体制を整備する

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後１０年間で進める。

・精神医療・福祉に係る人材の育成等の方策を検討するとともに、標準的なケアモデルの開発等を進める

・在宅サービスの充実に向け通院公費負担や福祉サービスの利用者負担の見直しによる給付の重点化等を行う

国民の理解の深化

地域生活支援の強化精神医療の改革

基盤強化の推進等

※上記により、今後１０年間で、受入条件が整えば退院可能な者約７万人について、解消を図る。

精神保健医療福祉施策の改革ビジョンの枠組み

「入院医療中心から地域生活中心へ」という
精神保健福祉施策の基本的方策の実現
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出典：精神保健福祉対策本部「精神保健福祉施策の改革ビジョンの枠組み」2004.一部改変



精神保健医療福祉関連施策が拡大
(平成１７-１８年)

自殺対策

基本法施行

精神障害者

退院促進支援事業

必須事業化

医療観察法

施行

精神保健福祉法

改正施行

障害者自立支援法

施行

（現：障害者総合支援法）
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年代 主な政策動向

２０００年

(H12)～

精神保健医療福祉の改革ビジョンが策定

「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を１０年間で進める方針

精神保健福祉に関連する法律等が続々と施行される

障害者権利条約に日本署名

２０１０年
(H22)～

障害者制度改革の基本的な方向性がまとまる

・ 障害者権利条約の批准に向けた法整備が行われる

・ 精神医療関連も検討され、精神保健福祉法が改正され、

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための

指針」が策定される

長期入院患者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性が提示

201７年
(H29)～

新たな政策理念「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」が登場

関連する国事業が開始、各種計画にも反映される

2000年（H12）以降の精神保健福祉に関連する政策動向
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障害者制度改革の推進のための基本的な方向

障害の有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性

を尊重し、人格を認め合う共生社会の実現

平成２３年 障害者基本法(改正)

平成２３年 障害者虐待防止法

平成２４年 障害者総合支援法

平成２５年 障害者差別解消法

平成２５年 障害者雇用促進法

平成２６年 障害者権利条約に批准
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「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」

①社会的入院の解消策 ②精神科医療現場の人員体制の充実

③強制入院制度と保護者制度の見直し

 保護者制度の廃止

 医療保護入院制度の見直し

 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保

するための指針の策定

入院医療主体から地域生活中心の更なる推進

平成２５年精神保健福祉法一部改正
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２．精神障害者の居宅等に
おける保健医療サービス及び

福祉サービスの提供に関する事項

入院医療中心の精神医療から地域生活を支えるための精神医療の実現に向け、

精神障害者に対する保健・医療・福祉に携わる全ての関係者が目指すべき方向性を定める。

【基本的な考え方】

・ 精神障害者本位の医療の実現、同意ない入院の場合でも人権に最大限配慮する。

・ 発生予防と早期治療のための普及啓発、体制整備とともに、住民の理解促進を図る。

・ ピアサポートの促進や家族支援により、社会からの孤立防止の取り組みを推進する。

１．精神病床の機能分化に
関する事項

３．医療従事者と精神障害者の保健福祉
に関する専門的知識を有する者との

連携に関する事項

４．その他良質かつ適切な
精神障害者に対する医療の
提供の確保に関する重要事項

良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保
するための指針 厚生労働省告示第65号（平成26年4月1日適用）

長期入院精神障害者の地域移行の方策は、引き続き検討された
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年代 主な政策動向

２０００年

(H12)～

精神保健医療福祉の改革ビジョンが策定

「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を１０年間で進める方針

精神保健福祉に関連する法律等が続々と施行される

障害者権利条約に日本署名

２０１０年
(H22)～

障害者制度改革の基本的な方向性がまとまる

・ 障害者権利条約の批准に向けた法整備が行われる

・ 精神医療関連も検討され、精神保健福祉法が改正され、

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための

指針」が策定される

長期入院患者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性が提示

201７年
(H29)～

新たな政策理念「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」が登場

関連する国事業が開始、各種計画にも反映される

2000年（H12）以降の精神保健福祉に関連する政策動向
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「精神障害にも対応した地域包括システムの構築」
（にも包括）が政策理念に

精神障害者の一層の地域移行を具体的な政策手段により実現するためには、

あるべき地域精神保健医療福祉体制を見据えた新たな中長期の目標を設定

出典：厚生労働省 一部改変 12



 都道府県等自治体の「にも包括」を支援する国事業の開始

 地方公共団体による退院後支援の充実と強化

 「にも包括」を第７次医療計画や第５期障害福祉計画に反映

新たな政策理念のもとで取り組まれた施策

出典：厚生労働省 一部改変

国（アドバイザー組織）

◆ 個別相談・支援（オンライン、電話、メール）、現地での技術的助言、都道府県等研修への協力 等

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

広域アドバイザー 都道府県等密着アドバイザー

国（構築支援事業事務局）

【事業内容】（１のうち協議の場の設置は必須とする）

１．精神保健医療福祉体制の整備に係る事業
２．普及啓発に係る事業
３．住まいの確保と居住支援に係る事業
４．当事者、家族等の活動支援及びピアサポートの活用

に係る事業
５．精神医療相談・医療連携体制の構築に係る事業
６．精神障害を有する方等の地域生活支援に係る事業
７．地域生活支援関係者等に対する研修に係る事業
８．市町村等における相談支援体制の構築に係る事業
９．その他、地域包括ケアシステムの構築に資する事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関わる
保健・医療・福祉の一体的取組

構築支援事業 実施 都道府県・指定都市等

地域援助事業者
（指定一般・特定相談

支援事業者）

保健所

障害保健福祉圏域

当事者
ピアサポーター

精神科医療機関

市町村

構築推進サポーターバックアップ

居住支援
関係者等

家族

バックアップ
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【精神障害等を有する者の地域生活支援体制の充実】

 メンタルヘルス課題を有する者への精神保健相談を明文化

【精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備】

 市町村長同意の運用の見直し、医療保護入院の期間の法定化

 人権擁護を図るため「入院者訪問支援事業」を創設

 精神科病院における虐待防止の取り組みの整備

令和４年精神保健福祉法一部改正
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精神保健医療福祉上のニーズを有する人誰しもが、

地域で安心して暮らせる地域の実現を目指すための法改正



講義１ まとめ

 精神保健医療福祉政策は、精神保健福祉法を中心にさまざま

な関連法令等の施行によって変遷してきた

 新たな政策理念として掲げられた「にも包括」は、精神障害者

の地域生活移行の更なる促進が発端となった。

 今日では、メンタルヘルス課題を有する者への支援を含め、

精神疾患の有無や程度を問わず、誰もが安心して地域で自分

らしく暮らせる包括的な支援体制づくりに向けた施策として

進められている。
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ご視聴ありがとうございました。

続いて、【講義２】  

精神科医療の現状と精神保健医療福祉の課題

の動画をご覧ください。
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